
１　会議の名称 令和７年度第３回安房東中学校学校運営協議会

２　内容

(1) 授業参観

(2) 学校の現状について説明

(3) 来年度の取り組みについて

(4)意見交換

３　開催日時 令和８年３月１３日（金）１３：３０～

４　開催場所 鴨川市立安房東中学校　　２階会議室

５　傍聴の手続等
事前申し込み（会場の都合上人数を限らせていただく場

合があります。）

６　問合せ先
鴨川市立安房東中学校　教頭：鈴木　高嶺

０４ー７０９４ー０６３５

７　その他

鴨川市学校運営協議会

１　傍聴する場合の手続

　　傍聴の受付は、各学校への電話により、前日までに行います。

　　（定員は会議場の広さを踏まえ各学校が設定します。）

2　会議を傍聴するにあたっても待っていただく事項

（１）傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、議長の指示に従ってください。

（３）会議開催中は、むやみに立ち歩かないでください。

（５）会議場において、飲食及び喫煙はしないでください。

３　傍聴者が２の事項に違反したときは、退場していただく場合があります。

４　会議終了後は、会場片付け等のため、速やかに会場から退出してください。

会議開催のお知らせ

傍聴要領

（２）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明

　　　しないでください。

（４）会議場において、写真撮影、録画、録音等を行わないでください。ただし、議長の許

　　　可を得た場合は、この限りではありません。

（６）会議場において、貼紙、ビラ、プラカード、のぼり等を携帯したり、はち巻、腕章等

　　　を着用しないでください。


